
大分県中小企業家同友会支部県南支部 7月例会のご案内 

 

 
  

 

 

 

企業活動や個人間でもお金の問題はそのままにしておくと後々取り返しのつかない 

大きな問題となり経営や生活に影響が出ます。 

今一度、お金の貸し借りに係る法律を学び、契約書・担保・時効・保証人・預金調査 

など日頃、係る事が無いからこそ弁護士への依頼や信用調査の方法など事例を交えて 

説明します。 

 

記 

○日 時：7 月 24 日 木曜日 17：30 受付／１８：00 開会／２0：15 終了 

○場所：佐伯市 佐伯東地区公民館 

※会場を間違わないようご注意ください 

    佐伯市蟹田 7-10  ＴＥＬ ０９７２-23-6601 

〇懇親会：例会終了後、おおたけ（佐伯市城東町 3-14）にて会費 5,000 円程度で開催 

※ 懇親会に申込みをされ、当日欠席の方は参加費を請求させて頂きます。 

〇締 切：7 月 22 日（火） 

○返信先：大分県中小企業家同友会 e.doyu 又はＦＡＸ097-545-0744 まで 

○お問合せ：ＴＥＬ０９７－５４５－０７５５事務局まで 
 
 

   

大分県中小企業家同友会県南支部 7月例会（7／24） 

 

会員参加 例会へ   □会場出席   □欠席（いずれかに○をして下さい） 

     懇親会   □出席     □欠席（どちらかに〇をしてください） 

 

企業名          お名前           役職              

ゲスト参加 例会へ  □会場出席     □欠席（いずれかに○をして下さい） 

      懇親会   □出席     □欠席（どちらかに〇をしてください） 

 

企業名          お名前           役職              

（ワンゲスト運動）一人がひとりお知り合いの経営者をお誘い下さい！

お金の貸し借りに係る法律を学ぼう！ 

～債権回収の法律について事例を交えながら学ぶ～ 

 

  

 

報告者  鳥越 徹 氏 
弁護士法人 鳥越法律事務所 

 (大分県中小企業家同友会県南支部所属) 

企業概要 

■創業  ２００９ 年    

■社員数  5名 

■事業内容  企業経営上の法務 

         相続・遺言 

         不動産に関する法務など 

        


